
組織の方針

Ａ 組織の方針(使命) B 重点目標項目 C 設定理由・考え方 D 活動（手段）

組織の基本方針又は使命
組織の課題のうち今年度取り組むも
のを優先順に

どのようなニーズに基づくのか
どのような成果を目指すのか

重点目標項目を実現するため行う活動や手段

1．「お茶の京都博」連携事業の推進及
び観光ＰＲ

・「お茶の京都博」開催地や「お茶の京都回廊」拠点
での京田辺玉露及び観光ＰＲ発信を行う。
・「一般社団法人京都山城地域振興社」と連携し、地
域経済活性化のための広域的な観光及び入込み客
数の拡大を図る。
・ツアー・オブ・ジャパンによるスポーツ・観光イベント
を活用した市特産品及び京田辺玉露のＰＲ発信を行
う。

・市の観光ＰＲと京田辺玉露及び市物産品の販路拡
大等を行う。
・世界文化遺産シンポジウムや全国玉露のうまい淹れ
方コンテスト大会を開催する。
・ＴＯＪスタート地となる普賢寺ふれあいの駅及びゴー
ル地で選手・来訪者へ「おもてなし」として京田辺玉露
を振る舞う。

2．産業振興ビジョンの進行管理 ・H27年度に策定した産業振興ビジョンにおける行動
計画としてのアクションプランについて、各重点施策の
活動指標のH28年度実績を取りまとめ、点検及び評
価する。
・各施策において、この評価結果に基づき、必要に応
じて次年度以降に改善反映させていく。

・各重点施策H28年度実績の取りまとめを行う。
・産業振興ビジョン推進委員会内に外部関係者を含
む「評価チ－ム」を設置し、各重点施策を点検の上、
意見を集約する。
・ビジョン推進委員会を開催し、全体で評価を行う。

3．消費生活の安全・安心に向けた取組
の推進

・市民の安全、安心な暮らしの実現に向け消費者被
害の未然防止のための啓発や学習機会の提供を行
う。
・消費者被害の回復のため国民生活センターと連携
し相談、あっせんを行う。

・消費生活センターの市民への周知に向けた取組を
実施する。（消費生活展、広報記事掲載）
・消費生活講座、消費者力アップ講座を開催する。
・おことわりシールを作成し、全戸配布する。
・消費生活安全法等に係る立入検査を実施する。

今年度の目標設定

　 総合計画まちづくりプランに示す「安
全で人にやさしいまち」、「調和のとれた
便利なまち」、「快適で住みよいまち」、
「活力とにぎわいのあるまち」、「自然と共
生する美しいまち」を目指し、経済環境
部各課が課題としている事業や実施計
画で計上されている事業等を確実に推
進する。

平成２９年度

経済環境部 組織目標設定シート
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4．中小企業の経営安定・成長支援 ・市内の中小企業の経営と雇用の安定のため、中小
企業を支援する。
・中小企業の持続的発展のため、各種補助事業等を
活用し、経営効率化、技術力向上、販路開拓等による
中小企業の成長を支援する。
・商店街の活性化に向けて商店街等が行う事業を支
援する。
・市内の店舗のバリアフリー化を支援する。

・中小企業融資保証料補給、利子補給を実施する。
・市内中小企業の成長・発展を促すため、中小企業
成長支援事業への取組を勧奨し補助を行う。
・成長支援補助制度の拡充を活用し、中小企業の経
営効率化・技術向上に向け、国、府等の認定制度取
得を促す。
・リニューアルした産業総合情報サイトの利用促進を
行い、市域内での企業間取引の拡大等を図る。
・商工業活力創出支援事業補助金を交付する。
・店舗バリアフリー改修助成金を交付する。

5．中小企業売込み隊事業の拡充 ・中小企業を総合的に支援する「中小企業売込み隊」
事業について、人材確保等新たな取り組みを加え、
中小企業の課題解決を進める。

・中小企業売り込み隊の枠組みを生かした関係機関と
事業者の連携による大規模就職面接会への共同出
展などを行い、中小企業の今後を担う人材の確保を
図る。

6．新たな産業等の創出・育成の推進 ・大学発起業家の育成及び市内定着に向け、同志社
大学連携型起業家育成施設D-eggへの支援を行う。

・産学連携コーディーネーターを中心に商工会等の
支援機関、市内事業者との連携を推進し、入居企業
の事業化支援を行う。
・D-egg入居企業の市内立地に向け、テイクオフ補助
金の活用及び事業用地マッチング促進事業の案内を
行う。

7．都市間連携を活かした本市の魅力発
信及び特産品ＰＲ・販売の推進

・特産品相互取扱協定等により連携している市町村に
おいて、本市の魅力を発信したり、特産品を販売する
ことで地域の活性化に寄与する。

・泉佐野市の観光案内所で本市の特産品販売を行
う。
・習志野市市民祭りで本市の魅力発信を行う。
・習志野商工会議所が開設するアンテナショップで本
市の特産品を販売する。
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8．市内企業の人材確保 ・市内企業の人材確保を支援するため、ハローワー
ク、職業訓練校等の専門機関と連携し、合同就職説
明会、シゴトニア★京田辺、工場見学会等を実施す
る。

・市内企業の人材確保に向けて、職業訓練校等新た
な支援機関との連携を図る。
・産業祭併催行事シゴトニア★京田辺について、人材
確保に繋がるよう事業内容を拡充する。
・ハローワークと連携し、京田辺市内企業の合同就職
説明会を開催する。

9．担い手農家育成支援 ・担い手の不足が、耕作放棄地の発生の要因となって
いるため、担い手を育成し、その解消につなげる。

・地域での集落営農組織の育成を支援する。

10．京田辺玉露の生産振興と販路拡大 ・超高級・少量生産の手摘み玉露（碾茶）の生産を維
持するため、生産現場への支援とともに、販売拡大に
かかる事業を支援することで、「玉露のまち京田辺」の
名を国内外に発信する

・茶摘みボランティア派遣、出品奨励金・入賞報奨金
の支給、出品茶対策研修等を実施する。
・改植、資材購入に対して助成を行う。
・国内外茶（食品）販売・展示会出展の支援を行う。
・「お茶の京都博」の各事業を実施し、産地をＰＲす
る。

11．特産物の産地強化と作付け支援 ・京都田辺茄子・えびいもの出荷量を確保して、その
ブランドを守るとともに、価格安定対策要件を維持し、
農業振興を図る。

・茄子農家養成塾の運営助成を行う。
・茄子農家育成支援事業による支柱等資材や農機具
の購入に対して助成を行う。
・えびいも農家養成塾の運営助成を行う。
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12．農業生産の基盤整備及び支援 ・農業生産の基盤と農村の生活環境の整備を通じて
「農業の持続的発展」「農村の振興」「食料の安定供
給」「多面的機能の発揮」の実現を図る必要がある。

・地元農業者が実施する農地農業用施設の維持管理
を支援する。
・ほ場整備等に取り組む地元農業者団体の活動を支
援する。
・多面的機能支払交付金集落協定者の活動支援・指
導を行う。
・中山間地域等直接支払制度集落協定者の活動支
援・指導を行う。

13．東地区農地乾田化事業 ・農作業の効率化や生産性の向上を図るため、農地
の乾田化工事を実施することにより、農業の生産環境
の整備を図る。

・測量を完了した区域から設計業務を行い、地元区に
確認をしながら順次施工を進める。

14．農産物直売所の拡充支援等 ・消費者の農産物に対する安全・安心志向の高まりや
生産者の販売の多様化の取組が進む中で、消費者と
生産者を結び付ける「地産地消」への期待が高まって
きている。

・農産物直売所のＰＲ活動を実施する。
・学校給食への地元産米・野菜の供給促進のため、Ｊ
Ａ・直売所との連携強化を図る。
・地元産米・野菜利用飲食店との連携、ＰＲ活動を支
援する。

15．農作物の鳥獣被害防止
-鳥獣被害防止柵の設置-

・イノシシによる農作物被害が後を絶たず、対策を講
じる必要がある。捕獲事業と併せて柵の設置を支援す
る。

・市単独の補助事業を実施することにより防護柵設置
を支援する。
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16．甘南備山の里山保全・管理
-薪甘南備山維持管理委託の発注-

・本市の観光シンボルでもある、甘南備山の保全林機
能維持のため、除草、低木剪定を行う。

・薪甘南備山生活環境保全林施設維持管理業務委
託を発注することにより、保全を図る。

17．京田辺市地球温暖化対策実行計画
（第2期区域施策編）の見直し及び改定
-京田辺市地球温暖化対策実行計画
（第4期事務事業編）の見直し及び改定
-

・H25年に策定した京田辺市地球温暖化対策実行計
画の目標期間の満了を向かえるにあたり、次期計画
の策定のため、既存計画の見直し及び改定を行う。

・京田辺市地球温暖化対策実行計画推進委員会を
設置する。
・京田辺市地球温暖化対策実行計画改定業務委託
を執行する。

18．省エネや雨水の利活用など家庭に
おける環境行動を促進させる。

・住宅への再生可能エネルギーの普及と省エネ効果
の高い燃料電池システムの設置を引き続き支援する。
・住宅用蓄電池の導入を引き続き支援する。
・雨水利用を促進するための雨水タンク設置を引き続
き支援する。

・家庭用燃料電池システム等設置に対する補助を行
う。
・住宅用蓄電池システム等設置に対する補助を行う。
・家庭用雨水タンク設置に対する補助を行う。

19．廃棄物の不法投棄等への監視や違
法造成等への指導を強化するとともに、
環境パトロールの実施による良好な生活
環境の維持・保全に取り組む。

・家電製品、家庭用ごみなど廃棄物の不法投棄や違
法な野焼き、違法造成等に対する監視及び指導を強
化し、環境破壊の防止を図る。

・環境パトロールを実施する。
・不法投棄監視システムを運用する。
・不法投棄未然防止事業（（一財）家電製品協会の助
成制度）を活用する。
・関係機関と連携を強化する。

20．土採取事業・埋立等事業に関する
条例、関連法令等の周知及び事業者へ
の指導

・無秩序な土採取事業・埋立等事業を規制し、自然環
境等の破壊や災害等を防止する。

・事前相談等における条例、関連法令等の周知を図
る。
・事業開始後の現場の進捗状況の把握に努める。
・現場への立入検査を実施する。
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21．市民・事業者・行政の連携による環
境保全活動の推進

・パートナーシップ組織を強化し、市民や事業者の環
境保全活動を推進する。

・きょうたなべ環境市民パートナーシップの活動協力、
支援、環境フェスタを開催する。

22．環境マネジメントシステムの運用によ
り、市役所自らが率先してエコオフィスの
推進に取り組む。

・全庁的に環境マネジメントシステム（KESステップ2）
を運用し、エコオフィスの取組みを推進する。

・省エネ・節電の取組を推進する。
・職員への意識啓発を図る。
・地球温暖化対策実行計画（第4期事務事業編）を推
進する。

23．市民一斉清掃の実施及び支援 ・環境美化に対する市民の意識高揚を目的として、ク
リーンアップ京田辺市民一斉清掃を各区・自治会等
へ呼びかけ、当該活動を支援する。

・6月及び9月に統一行動日を設定する。
・ごみ袋、土のう袋を配布し、ごみの収集を行う。
・午前中は、職員による不法投棄ごみの回収を実施
する。

24．飼い犬の登録及び狂犬病予防注射
の促進、動物の適正飼養の啓発

・狂犬病予防法に基づく登録及び予防注射の実施を
促進する。
・飼い犬等の適正飼養に関する啓発及び指導を行う。

・巡回による狂犬病予防の集合注射を実施する。
・管理台帳を整備し、鑑札及び注射済票の装着率の
向上を図る。
・関係機関と連携し、犬・猫等の適正飼養に関する啓
発、指導を行う。
・犬、猫の去勢避妊など他市の取組調査を行う。
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25．ごみの発生抑制・再利用の促進（ご
み減量化対策）及び.ごみ収集処理業務
の民間委託の促進（プラスチック容器包
装の民間事業者による収集・処理委託
化に向けた計画案の策定）

・ごみ処理基本計画に掲げた施策に取り組み、ごみの
減量化・再資源化を推進する。

・ごみ処理基本計画を推進する。
・ごみ減量化推進審議会を円滑に運営する。
（家庭系ごみ）
・粗大ごみ及び持込みごみの有料化の周知徹底を図
る。
・プラスチック容器包装・紙分別収集の周知徹底、リサ
イクル率の向上を図る。
・３R普及啓発の拡充を行う。
・浄化槽汚泥処理料に係る有料化の導入検討を行
う。

26．緑泉園コンパクト化に向けた基本計
画の策定及び甘南備園焼却炉の完全
民間委託化に向けた計画の策定

・環境衛生センター甘南備園及び緑泉園の施設整備
を計画的に行い、本市のごみ・し尿処理を適正に行う
とともに、施設の長寿命化（延命化）を図る。
・併せて、維持経費の大幅削減を図る。

【甘南備園】
・施設整備計画に基づく機器更新、修繕を行う。
【緑泉園】
・施設整備計画に基づく機器更新を行う。

27．ごみ集積所等におけるごみ不法投
棄等対策

・家庭系ごみの安定的な収集かつごみ集積所の良好
な環境維持を推進する。

・ごみカレンダー等によるごみ出し方法の啓発を行う。
・集団回収団体数の増加を図る。
・出前講座の拡充、積極的展開を行う。
・小型廃家電の拠点回収を行う。
・資源ごみ持ち去り防止対策を行う。
・不法投棄物の迅速な処理を行う。

28．事業系ごみの適正な処理対策 ・事業系ごみの搬入業者へ法令遵守等適正指導及
び市内事業者への適切なごみ処理を促進する。

・一般廃棄物処理業許可業者の指導指示を行う。
・事業者へのごみ出し方法の周知徹底を指導する。
・収集車の展開検査を定期的に実施する。
・事業者へのアンケート調査を定期的に実施する。

- 7 -



組織の方針

Ａ 組織の方針(使命) B 重点目標項目 C 設定理由・考え方 D 活動（手段）

組織の基本方針又は使命
組織の課題のうち今年度取り組むも
のを優先順に

どのようなニーズに基づくのか
どのような成果を目指すのか

重点目標項目を実現するため行う活動や手段

今年度の目標設定

平成２９年度

経済環境部 組織目標設定シート

29．可燃ごみ広域処理施設整備基本計
画の推進

・ごみの適正処理を継続して行うため、甘南備園焼却
施設の建て替え及び枚方市との可燃ごみ処理の広域
事業化を図る。

・施設建設地の造成整備に伴う工事の実施設計を行
う。
・施設建設地の用地を取得する。
・枚方京田辺環境施設組合と連携を強化し、計画を
進める。
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